
Ｎｏ．1 
 

令和５年６月 

 

戸田市議会定例会議案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
埼玉県戸田市 

 



目    次 
 

報告第 １号 専決処分の報告について…………………………………………………１頁 

 

報告第 ２号 専決処分の承認を求めることについて…………………………………３頁 

 

報告第 ３号 専決処分の承認を求めることについて………………………………１１頁 

 

報告第 ４号 専決処分の承認を求めることについて………………………………１４頁 

 

報告第 ５号 令和４年度戸田市一般会計継続費繰越計算書の報告に 

ついて……………………………………………………………………２５頁 

 

報告第 ６号 令和４年度戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計 

継続費繰越計算書の報告について……………………………………２６頁 

 

報告第 ７号 令和４年度戸田市下水道事業会計継続費繰越計算書の 

報告について……………………………………………………………２７頁 

 

報告第 ８号 令和４年度戸田市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告 

       について…………………………………………………………………２８頁 

 

報告第 ９号 令和４年度戸田市新曽第一土地区画整理事業特別会計 

       繰越明許費繰越計算書の報告について………………………………２９頁 

 

報告第１０号 令和４年度戸田市新曽第二土地区画整理事業特別会計 

       繰越明許費繰越計算書の報告について………………………………３０頁 

 

報告第１１号 令和４年度戸田市水道事業会計予算繰越計算書の報告 

       について…………………………………………………………………３１頁 

 

報告第１２号 令和４年度戸田市下水道事業会計予算繰越計算書の報告 

       について…………………………………………………………………３２頁 

 

議案第４３号 訴訟上の和解について…………………………………………………３３頁 



 

議案第４４号 令和５年度戸田市一般会計補正予算（第４号）……………… 別冊 No.２ 

 

議案第４５号 戸田市人と動物との共生社会の推進に関する条例…………………３４頁 

 

議案第４６号 戸田市税条例の一部を改正する条例…………………………………３６頁 

 

議案第４７号 戸田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例…………………………………３９頁 

 

議案第４８号 戸田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例……………４０頁 

 

議案第４９号 戸田市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正 

する条例…………………………………………………………………４１頁 

 

議案第５０号 戸田市火災予防条例の一部を改正する条例…………………………４８頁 

 

議案第５１号 庁舎スロープ改修等工事請負契約について…………………………５１頁 

 

議案第５２号 芦原小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事請負契約 

について…………………………………………………………………５４頁 

 

議案第５３号 財産の取得について……………………………………………………５７頁 

 

議案第５４号 財産の取得について……………………………………………………６０頁 

 

議案第５５号 財産の取得について……………………………………………………６３頁 

 

議案第５６号 財産の取得について……………………………………………………６６頁 

 

議案第５７号 令和５年度戸田市一般会計補正予算（第５号）……………… 別冊 No.３ 

 



報告第１号 

専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同

条第２項の規定により報告する。 

  令和５年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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専決第１号 

専 決 処 分 書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会の議決により指定された損害賠償について、次のとおり専決処分する。 

   損害賠償の額を定めることについて 

 道路上の看板が強風により吹き飛ばされたことによる物的損害事故に係る損

害賠償の額を次のとおり定めるものとする。 
１ 損害賠償の額     １５６,２００円 
２ 損害賠償の相手方 
   所在地  埼玉県川口市東本郷１丁目９番６１号 
   名 称  佐川急便株式会社戸田営業所 
   代表者  所長  古谷 秀和 
３ 概要 
  令和５年３月２日（木）午後６時２０分頃、戸田市新曽第二土地区画整理

地区内大字新曽字小玉１７番地先の道路にて、市が設置した看板が強風によ

り吹き飛ばされ、走行していた車両に接触し損害を与えたものである。 

  令和５年３月２９日 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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報告第２号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 戸田市税条例の一部を改正する条例（令和５年条例第１１号）について、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求め

る。 

  令和５年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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専決第２号 

専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、専決処分する。 

   戸田市税条例の一部を改正する条例（別紙） 

  令和５年３月３１日 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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戸田市税条例の一部を改正する条例 

戸田市税条例（昭和３５年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第３２条中「又は」の次に「第５号の１５の２様式若しくは」を加え、「によ

って」を「により」に改める。 

 第３４条第１項及び第５項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の

４の２様式」を加える。 

第３５条第１項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の４の２様式」

を加え、同条第２項中「においては」を「には」に改める。 

第８０条第１項及び第５項並びに第８３条第１項中「第３４号の２の５様式」

の次に「又は第３４号の２の５の２様式」を加える。 

附則第６条第１項中「令和６年度」を「令和９年度」に改める。 

附則第８条中「、第６３条又は第６４条」を「又は第６３条」に、「、第６３

条若しくは第６４条」を「若しくは第６３条」に改める。 

附則第８条の２第３項中「附則第１５条第１５項」を「附則第１５条第１４

項」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２２項」を「附則第１５条第２１

項」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２３項第１号」を「附則第１５条

第２２項第１号」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２３項第２号」を「附

則第１５条第２２項第２号」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２３項第

３号」を「附則第１５条第２２項第３号」に改め、同条第８項中「附則第１５

条第２４項第１号」を「附則第１５条第２３項第１号」に改め、同条第９項中

「附則第１５条第２４項第２号」を「附則第１５条第２３項第２号」に改め、

同条第１０項中「附則第１５条第２６項第１号イ」を「附則第１５条第２５項

第１号イ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２６項第１号ロ」を「附

則第１５条第２５項第１号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２６

項第１号ハ」を「附則第１５条第２５項第１号ハ」に改め、同条第１３項中「附

則第１５条第２６項第１号ニ」を「附則第１５条第２５項第１号ニ」に改め、

同条第１４項中「附則第１５条第２６項第２号イ」を「附則第１５条第２５項

第２号イ」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第２６項第２号ロ」を「附

則第１５条第２５項第２号ロ」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第２６

項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第２号ハ」に改め、同条第１７項中「附

則第１５条第２６項第３号イ」を「附則第１５条第２５項第３号イ」に改め、

同条第１８項中「附則第１５条第２６項第３号ロ」を「附則第１５条第２５項
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第３号ロ」に改め、同条第１９項中「附則第１５条第２６項第３号ハ」を「附

則第１５条第２５項第３号ハ」に改め、同条第２０項中「附則第１５条第２９

項」を「附則第１５条第２８項」に改め、同条第２１項中「附則第１５条第３３

項」を「附則第１５条第３２項」に改め、同条第２２項中「附則第１５条第３４

項」を「附則第１５条第３３項」に改め、同条第２３項中「附則第１５条第４３

項」を「附則第１５条第４２項」に改め、同条第２４項中「附則第１５条第４４

項」を「附則第１５条第４３項」に改め、同条第２６項を次のように改める。 

２６ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、

３分の１とする。 

附則第８条の３中第１３項を第１４項とし、同条第１２項中「附則第７条第

１３項」を「附則第７条第１７項」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第

１１項の次に次の１項を加える。 

１２ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分所

有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定

マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１５項各号に掲げる書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(4) 当該工事が完了した年月日 

(5) 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合

には、３月以内に提出することができなかった理由 

附則第８条の４第２項中「令和３年度分及び令和４年度分」を「令和５年度

分及び令和６年度分」に改める。 

附則第８条の５第１項中「第５４条第６項」を「第３８条第６項」に、同条

第２項中「令和３年度分及び令和４年度分」を「令和５年度分及び令和６年度

分」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（令和２年７月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がす

べき申告等） 

第８条の６ 法附則第１６条の４第１項（同条第２項において準用する場合を
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含む。）の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１

月３１日（第３８条第６項の規定により同項に規定する仮換地等に係る同条

第１項の所有者とみなされた者が当該仮換地等について法附則第１６条の４

第６項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて

適用される同条第１項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、１月

３１日）までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければな

らない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）並びに当

該納税義務者が令附則第１２条の６第１項第３号から第５号まで又は第３

項第３号から第５号までに掲げる者である場合にあっては、同条第１項第

１号若しくは第２号又は第３項第１号若しくは第２号に掲げる者との関係 

(2) 法附則第１６条の４第１項に規定する被災住宅用地の上に令和２年度

に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則第１６条の４第１項（同条第２

項において準用する場合及び同条第６項（同条第７項において準用する場

合を含む。）の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定の適

用を受けようとする土地を法第３４９条の３の２第１項に規定する家屋の

敷地の用に供する土地として使用することができない理由 

(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

２ 法附則第１６条の４第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の

規定の適用を受ける土地に係る令和５年度分及び令和６年度分の固定資産税

については、第５８条の規定は適用しない。 

３ 法附則第１６条の４第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項にお

いて「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出は、同

条第４項に規定する特定被災共用土地納税義務者（以下この項において「特

定被災共用土地納税義務者」という。）の代表者が毎年１月３１日までに次に

掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途 

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第１６条の４第３項に規定する被災区
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分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途 

(4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災

共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合 

(5) 法附則第１６条の４第３項の規定により按分する場合に用いられる割

合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法 

４ 法附則第１６条の４第９項の規定により特定被災共用土地とみなされた特

定仮換地等（以下この項において「特定仮換地等」という。）に係る固定資産

税額の按分の申出については、前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあ

るのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特

定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応

する従前の土地である特定被災共用土地に」とする。 

 附則第１３条の４を削り、附則第１３条の４の２を附則第１３条の４とする。 

附則第１３条の８第３項を削る。 

附則第１４条第１項中「第８項」を「第４項」に改め、同条第２項中「令和

２年４月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和４年４月１日から令和８

年３月３１日まで」に、「令和３年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた

日の属する年度の翌年度分」に改め、同条第３項から第６項までを削り、同条

第７項中「附則第３０条第７項」を「附則第３０条第３項」に、「三輪以上のガ

ソリン軽自動車」を「三輪以上の法第４４６条第１項第３号に規定するガソリ

ン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）」に

改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別

割に限り」を削り、「令和５年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に、「令

和５年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」

に、「第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア（イ）中「３,９００円」と

あるのは「２,０００円」と、同号ア（ウ）ａ中「６,９００円」とあるのは

「３,５００円」」に改め、同項を同条第３項とし、同条第８項中「附則第３０

条第８項」を「附則第３０条第４項」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和

３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令和５年３月３１

日」を「令和７年３月３１日」に、「令和５年度分」を「、当該初回車両番号指
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定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第４項の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同

条第２号ア（イ）中「３,９００円」とあるのは「３,０００円」と、同号ア（ウ）

ａ中「６,９００円」とあるのは「５,２００円」」に改め、同項を同条第４項と

する。 

附則第１４条の２第１項中「第８項」を「第４項」に改める。 

附則第１５条の２第１項及び第２項中「令和５年度」を「令和８年度」に改

める。 

附則第２８条中「第１０項、第１４項から第１８項まで、第２０項、第２１

項、第２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、第３９項、第４０項若

しくは第４４項」を「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０

項、第２４項、第２７項、第３１項から第３５項まで、第３８項、第３９項、

第４３項若しくは第４６項」に改める。 

附則第４０条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」とい

う。」を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の戸田市税条例（以

下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和５年度以後

の年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分までの固定資産税につ

いては、なお従前の例による。 

２ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項におい

て「適用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法

律第７号）附則第１条第４号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項にお

いて「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下こ

の項において同じ。）をした同条に規定する特例対象資産(以下この項におい

て「特例対象資産」という。)（中小事業者等が、同条に規定するリース取引

(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資

産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規
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定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引によ

り引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。）に対して課する固

定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得された

この条例による改正前の戸田市税条例附則第１３条の４及び第１３条の８第

３項に規定する３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割

については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１４条の規定は、令和５年度以後の年度分の軽自動車税の種

別割について適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別割については、

なお従前の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第４条 次項に定めるものを除き、新条例の規定は、令和５年度以後の年度分

の都市計画税について適用し、令和４年度分までの都市計画税については、

なお従前の例による。 

２ この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の

一部を改正する法律（令和５年法律第１８号）附則第１条第２号に掲げる規

定の施行の日の前日までの間における新条例附則第２８条の規定の適用につ

いては、同項中「、第４３項若しくは第４６項」とあるのは、「若しくは第   

４３項」とする。 
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報告第３号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（令和５年条例第１２号）

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

  令和５年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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専決第３号 

専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、専決処分する。 

   戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（別紙） 

  令和５年３月３１日 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

戸田市国民健康保険税条例（昭和３８年条例第３８号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第３項ただし書中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

第２１条第１項中「２０万円」を「２２万円」に改め、同項第２号中         

「２８５,０００円」を「２９万円」に改め、同項第３号中「５２万円」を        

「５３５,０００円」に改める。 

第２３条の２第２項中「その他の特例対象被保険者等であることの事実を証

明する書類」を「又は雇用保険受給資格通知（同令第１９条第３項に規定する

ものをいう。）」に改める。 

附則第２項中「第２１条第１項」を「第２１条」に、「同項」を「同条第１項」

に改める。 

附則第３項、第４項、第６項、第７項、第１０項、第１１項、第１５項及び

第１６項中「第２１条第１項の」を「第２１条の」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の戸田市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税につい

ては、なお従前の例による。 
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報告第４号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 令和５年度戸田市一般会計補正予算（第３号）について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  令和５年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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専決第４号 

専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、専決処分する。 

令和５年度戸田市一般会計補正予算（第３号） 

  令和５年４月１４日 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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   令和５年度戸田市一般会計補正予算（第３号） 

 令和５年度戸田市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５５,５５２千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６０,６４７,６８７千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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地
方

債
そ

の
他

（
単
位
：
円
）

報
告
第
５
号

令
和
４
年
度
戸
田
市
一
般
会
計
継
続
費
繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

令
和
４
年
度
戸
田
市
一
般
会
計
継
続
費
繰
越
計
算
書

事
　
業
　
名

継
続

費
の

総
額

令
和
４
年
度
継
続
費
予
算
現
額

款
項

支
出

済
額

及
び

支
出

見
込

額
残
　
　
額

翌
　
年
　
度

逓
次
繰
越
額

左
の

財
源

内
訳

予
算

計
上

額
前

年
度

逓
次

繰
越

額
計

繰
越

金

特
定

財
源

国
県
支
出
金

８
土
木
費

３
河
川
費

1
3
9
,
5
4
6
,
0
0
0

6
2
,
9
8
6
,
0
0
0

0
6
2
,
9
8
6
,
0
0
0

2
0
,
4
1
0
,
0
0
0

　
　
令
和
５
年
５
月
３
０
日
提
出

上
戸

田
川

整
備

工
事

戸
田
市
長
　
菅
　
原
　
文
　
仁
　

4
2
,
5
7
6
,
0
0
0

4
2
,
5
7
6
,
0
0
0

1
3
,
3
6
5
,
6
0
0

9
,
3
0
0
,
0
0
0

6
,
6
0
0
,
0
0
0
1
3
,
3
1
0
,
4
0
0
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地
方

債
そ

の
他

　
　
令
和
５
年
５

月
３
０
日
提
出

戸
田
市
長
　
菅
　
原
　
文
　
仁
　

２
事

業
費

2
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0
,
0
0
0

0
0

3
2
,
0
0
0
,
0
0
0

 
（

仮
称

）
３

号
橋

 
 
築

造
工

事
1
4
4
,
0
0
0
,
0
0
0

１
事

業
費

5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

0
5
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
8
,
0
0
0
,
0
0
0

3
2
,
0
0
0
,
0
0
0

支
出

済
額

及
び

支
出

見
込

額
残

額
翌

　
年

　
度

逓
次

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

予
算

計
上

額
前

年
度

逓
次

繰
越

額
計

繰
越

金
特

定
財

源

国
県

支
出

金

報
告
第
６
号

令
和
４
年
度
戸
田
市
新
曽
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
継
続
費
繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
施

行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報

告
す
る
。

令
和
４
年
度
戸
田
市
新
曽
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
継
続
費
繰
越
計
算
書

（
単

位
：

円
）

款
項

事
　

業
　

名
継

続
費

の
総

額

令
和

４
年

度
継

続
費

予
算

現
額
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報
告

第
７

号

　
地

方
公

営
企

業
法

施
行

令
（

昭
和

２
７

年
政

令
第

４
０

３
号

）
第

１
８

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

報
告

す
る

。

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

令
和

４
年

度
戸

田
市

下
水

道
事

業
会

計
継

続
費

繰
越

計
算

書
の
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告

に
つ

い
て

令
和

４
年

度
継

続
費

予
算

現
額

予
算

計
上

額

前
年

度
逓

次
繰

越
額

計
企

　
業

　
債

自
 己

 資
 金

翌
年

度
逓

次
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購
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額

国
庫

補
助

金

翌
年

度
逓

次
繰

越
額

に
係

る
財

源
内

訳

令
和

４
年

度
戸

田
市

下
水

道
事

業
会

計
継

続
費

繰
越

計
算

書 翌
年

度

逓
次

繰
越

額

事
  
 業

  
 名

継
続

費

の
総

額
款

項
支

払
義

務
発

 
生

 
額

残
額

4
7
1
,9

0
0
,0

0
0

4
7
2
,0

0
4
,5

0
0

1
,6

8
7
,0

0
0
,0

0
0

　
　

令
和

５
年

５
月

３
０

日
提

出

戸
田

市
長

　
菅

　
原

　
文

　
仁

　

0
8
,5

8
6
,0

0
0
,0

0
0

7
4
3
,5

0
0
,0

0
0

9
4
3
,5

0
0
,0

0
0

1
0
4
,5

0
0

7
4
2
,9

9
1
,0

0
0

9
4
4
,0

0
9
,0

0
0

9
4
4
,0

0
9
,0

0
0

1
資

本
的

支
  
 出

1
建

  
 設

改
良

費
戸

田
市

雨
水

貯
留

管
築

造
工

事
委

託

27



国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

２
総
務
費

１
総
務
管
理
費

庁
舎
広
場
改
修
工
事

6
0
,
2
9
1
,
0
0
0

３
民
生
費

１
社
会
福
祉
費

保
養
所
管
理
運
営
事
業

４
衛
生
費

１
保
健
衛
生
費

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業

２
道

路
橋

り
ょ

う
費

道
路
補
修
事
業

7
3
,
2
2
7
,
0
0
0

３
河

川
費

さ
く
ら
川
整
備
事
業

1
8
5
,
2
8
4
,
0
0
0

都
市
計
画
道
路
前
谷
馬
場
線
整
備
事
業

9
9
,
7
8
1
,
0
0
0

新
曽
中
央
地
区
都
市
整
備
事
業

2
4
,
6
1
6
,
0
0
0

９
消
防
費

１
消
　
防
　
費

防
災
意
識
開
発
等
事
業

7
5
9
,
0
0
0

１
０

教
育
費

２
小

学
校

費
戸
田
南
小
学
校
教
室
棟
増
築
工
事
基
本
計
画
・
設
計
業
務

5
5
,
7
8
8
,
0
0
0

9
0
,
1
2
0
,
1
6
0

9
5
,
1
6
3
,
8
4
0

0
0

0

7
3
,
2
2
7
,
0
0
0

5
5
,
7
8
7
,
5
0
0

7
5
9
,
0
0
0

0
0

0
0

7
5
9
,
0
0
0

5
5
,
7
8
7
,
5
0
0

0
0

0
0

2
0
,
0
2
7
,
3
7
0

00

9
8
,
8
4
6
,
0
0
0

9
8
,
8
4
6
,
0
0
0

0

8
,
8
7
8
,
0
0
0

8
,
8
7
7
,
5
7
2

0

7
3
,
2
2
7
,
0
0
0

４
都
市
計
画
費

3
6
,
1
7
0
,
0
0
0

報
告
第
８
号

令
和
４
年
度
戸
田
市
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

令
和
４
年
度
戸
田
市
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

（
単
位
：
円
）

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源
一

般
財

源
款

項
事
　
　
業
　
　
名

金
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

1
0
,
6
4
2
,
3
7
0

0
0

0
0

3
6
,
1
7
0
,
0
0
0

0
0

9
8
,
8
4
6
,
0
0
0

0

8
,
8
7
7
,
5
7
2

0
0

0

0

　
　
令
和
５
年
５
月
３
０
日
提
出

戸
田
市
長
　
菅
　
原
　
文
　
仁
　

0
0

2
3
,
6
6
8
,
0
0
0

2
3
,
6
6
8
,
0
0
0

８
土
木
費

0

9
,
3
8
5
,
0
0
0

0
0

0
0

1
8
5
,
2
8
4
,
0
0
0

0
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

建
築
物
等
補
償
事
業
費

宅
地
整
備
事
業

款
項

事
　
　
業
　
　
名

金
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

報
告
第
９
号

令
和
４
年
度
戸
田
市
新
曽
第
一
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

令
和
４
年
度
戸
田
市
新
曽
第
一
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

（
単
位
：
円
）

9
,
1
8
1
,
0
0
0

9
,
1
8
0
,
1
8
4

0
0

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源
一

般
財

源

　
　
令
和
５
年
５
月
３
０
日
提
出

戸
田
市
長
　
菅
　
原
　
文
　
仁
　

１
事

業
費

0
0

9
,
1
8
0
,
1
8
4

2
2
,
3
6
1
,
0
0
0

2
0
,
0
7
9
,
0
0
0

0
0

0
0

2
0
,
0
7
9
,
0
0
0

２
事
業
費
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国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

建
築
物
等
補
償
事
業
費

宅
地
整
備
事
業

　
　
令
和
５
年
５
月
３
０
日
提
出

戸
田
市
長
　
菅
　
原
　
文
　
仁
　

0
0

0
0

9
,
5
4
8
,
0
0
0

２
事
業
費

１
事
業
費

款
項

事
　
　
業
　
　
名

金
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源
一

般
財

源

1
2
,
4
1
3
,
0
0
0

9
,
5
4
8
,
0
0
0

6
5
,
2
5
3
,
0
0
0

6
1
,
1
9
5
,
1
0
7

0
2
6
,
3
5
0
,
0
0
0

0
0

3
4
,
8
4
5
,
1
0
7

報
告
第
１
０
号

令
和
４
年
度
戸
田
市
新
曽
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６
号
）
第
１
４
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
す
る
。

令
和
４
年
度
戸
田
市
新
曽
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

（
単
位
：
円
）
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報
告

第
１

１
号

　
地

方
公

営
企

業
法

（
昭

和
２

７
年

法
律

第
２

９
２

号
）

第
２

６
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
報

告
す

る
。

　
地

方
公

営
企

業
法

第
２

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
建

設
改

良
費

の
繰

越
額

円
円

円
円

円
円

円
円

令
和
４
年
度
配
水
管
布
設
Ｎ
ｏ
.２

工
事

5,
61
0,
00
0

0
3,
57
0,
00
0

3,
50
0,
00
0

0
7
0
,
0
0
0

2
,
0
4
0
,
0
0
0

0
入
札
不
調
に
伴
う
工
期
の
変
更

令
和
４
年
度
東
部
浄
水
場
３
号
配

水
ポ
ン
プ
吐
出
弁
及
び
逆
止
弁
更
新

工
事

16
,2
80
,0
00

0
16
,2
80
,0
00

14
,4
00
,0
00

0
1
,
8
8
0
,
0
0
0

0
0
入
札
不
調
に
伴
う
工
期
の
変
更

令
和
４
年
度
配
水
管
更
新
Ｎ
ｏ
.２

工
事

46
,9
81
,0
00

0
45
,9
58
,0
00

30
,8
00
,0
00

0
1
5
,
1
5
8
,
0
0
0

1
,
0
2
3
,
0
0
0

0
施
工
業
者
の
確
保
に
時
間
を
要
し
た
こ
と

及
び
交
通
事
情
を
勘
案
し
た
１
日
当
た
り

の
施
工
延
長
短
縮
に
伴
う
工
期
の
変
更

令
和
４
年
度
配
水
管
更
新
Ｎ
ｏ
.３

工
事

37
,4
62
,0
00

0
31
,3
28
,0
00

20
,8
00
,0
00

0
1
0
,
5
2
8
,
0
0
0

6
,
1
3
4
,
0
0
0

0
施
工
業
者
の
確
保
に
時
間
を
要
し
た
こ
と

及
び
交
通
事
情
を
勘
案
し
た
１
日
当
た
り

の
施
工
延
長
短
縮
に
伴
う
工
期
の
変
更

令
和
４
年
度
配
水
管
更
新
Ｎ
ｏ
.４

工
事

37
,7
52
,0
00

0
35
,9
10
,0
00

28
,1
00
,0
00

0
7
,
8
1
0
,
0
0
0

1
,
8
4
2
,
0
0
0

0
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
の
工
場
製
作
に
時
間
を

要
し
た
こ
と
に
伴
う
工
期
の
変
更

令
和
４
年
度
配
水
管
更
新
Ｎ
ｏ
.５

工
事

60
,5
00
,0
00

0
53
,4
60
,0
00

41
,5
00
,0
00

0
1
1
,
9
6
0
,
0
0
0

7
,
0
4
0
,
0
0
0

0
施
工
業
者
の
確
保
に
時
間
を
要
し
た
こ
と

及
び
交
通
事
情
を
勘
案
し
た
１
日
当
た
り

の
施
工
延
長
短
縮
に
伴
う
工
期
の
変
更

令
和
４
年
度
ガ
ス
工
事
に
伴
う
配

水
管

撤
去
工
事

15
,3
67
,0
00

0
5,
99
4,
00
0

0
0

5
,
9
9
4
,
0
0
0

9
,
3
7
3
,
0
0
0

0
入
札
不
調
に
伴
う
工
期
の
変
更

令
和
４
年
度
送
水
管
更
新
基
本
設

計
業
務

37
,0
04
,0
00

0
34
,6
50
,0
00

0
0

3
4
,
6
5
0
,
0
0
0

2
,
3
5
4
,
0
0
0

0
管
網
解
析
に
係
る
フ
ァ
イ
ル
デ
ー
タ
の
確

認
及
び
修
正
作
業
の
発
生
に
伴
う
業
務
期

間
の
変
更

 
翌
年
度
繰
越

 
額
に
係
る
繰

 
越
を
要
す
る

 
た
な
卸
資
産

 
の
購
入
限
度

 
額

令
和

４
年

度
戸

田
市

水
道

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書
の

報
告

に
つ

い
て

令
和

４
年

度
戸

田
市

水
道

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書

　
　

令
和

５
年

５
月

３
０

日
提

出

戸
田

市
長

　
菅

　
原

　
文

　
仁

　

1
資

本
的

支
　

出
1

建
　
設

改
良
費

説
　
　
　
明

企
業
債

他
会
計

負
担
金

自
己
資
金

款
項

事
　
業
　
名

予
　
算

計
上
額

支
払
義
務

発
 生

 額

翌
年
度

繰
越
額

左
の
財
源
内
訳

不
用
額
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報
告

第
１

２
号

　
地

方
公

営
企

業
法

（
昭

和
２

７
年

法
律

第
２

９
２

号
）

第
２

６
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
報

告
す

る
。

　
地

方
公

営
企

業
法

第
２

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
建

設
改

良
費

の
繰

越
額

円
円

円
円

円
円

円
円

令
和
４
年
度
公
共
下
水
道
雨
水
築
造

（
そ
の
１
）
工
事

88
,2
79
,4
00

0
87
,7
75
,6
00

49
,3
00
,0
00

38
,4
2
0
,
0
0
0

5
5
,
6
0
0

5
0
3
,
8
0
0

0
建
設
資
材
不
足
に
よ
る
資
材
調
達
の
遅
延

及
び
近
接
工
事
と
の
施
工
時
期
の
調
整
に

よ
る
工
程
の
見
直
し
に
伴
う
工
期
の
変
更

令
和
４
年
度
公
共
下
水
道
雨
水
築
造

（
そ
の
２
）
工
事

62
,2
60
,0
00

0
62
,2
60
,0
00

37
,2
00
,0
00

25
,0
0
0
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

0
0
取
付
管
及
び
取
付
管
防
護
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
施
工
に
係
る
覆
工
板
の
追
加
施
工
に
伴

う
工
期
の
変
更

令
和
４
年
度
公
共
下
水
道
汚
水
築
造

（
そ
の
２
）
工
事

14
0,
00
5,
80
0

0
13
1,
25
3,
10
0

10
6,
20
0,
00
0

25
,0
0
0
,
0
0
0

5
3
,
1
0
0

8
,
7
5
2
,
7
0
0

0

想
定
外
の
地
質
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た

こ
と
に
よ
る
地
盤
改
良
工
及
び
ガ
ス
管
の

防
護
工
等
の
追
加
施
工
に
伴
う
工
期
の
変

更

令
和
４
年
度
下
水
道
管
路
調
査
等
業

務
78
,1
17
,6
00

0
40
,3
70
,0
00

23
,5
00
,0
00

16
,8
0
0
,
0
0
0

7
0
,
0
0
0

3
7
,
7
4
7
,
6
0
0

0
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡

大
に
よ
り
作
業
員
の
確
保
が
困
難
と
な
っ

た
こ
と
に
伴
う
業
務
期
間
の
変
更

左
の

財
源

内
訳

不
用
額

　
　

令
和

５
年

５
月

３
０

日
提

出

戸
田

市
長

　
菅

　
原

　
文

　
仁

　

 
翌
年
度
繰
越

 
額
に
係
る
繰

 
越
を
要
す
る

 
た
な
卸
資
産

 
の
購
入
限
度

 
額

令
和

４
年

度
戸

田
市

下
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

の
報

告
に

つ
い

て

令
和

４
年

度
戸

田
市

下
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

1
資
本
的

支
　
出

1
建
　
設

改
良
費

説
　
　
　
明

企
業

債
国

　
庫

補
助
金

自
己
資
金

款
項

事
　
業
　
名

予
　

算
計

上
額

支
払

義
務

発
 生

 額

翌
年

度

繰
越

額
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議案第４３号 

訴訟上の和解について 

次のとおり和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１２号の規定により議会の議決を求める。 

記 

１ 事件名   

東京高等裁判所令和４年（ネ）第（略）号国家賠償請求控訴事件 

及び東京高等裁判所令和５年（ネ）第（略）号国家賠償請求附帯控

訴事件（以下「本件」という。） 

２ 当事者 

  控訴人兼附帯被控訴人（以下「控訴人」という。）  

住所 （略） 

氏名 （略） 

  被控訴人兼附帯控訴人（以下「被控訴人」という。）  

戸田市 

３ 和解内容 

(1) 被控訴人は、控訴人に対し、本件解決金として１００万円の支

払い義務のあることを認める。 

(2) 被控訴人は、控訴人に対し、前号の金員を令和５年６月末日限

り、控訴人が指定する口座に振り込む方法で行う。ただし、振込手

数料は、被控訴人の負担とする。 

(3) 控訴人はその余の請求を放棄する。 

(4) 被控訴人は本件ボール公園の適切な維持管理に努める。 

(5) 控訴人と被控訴人の間には、本件に関し、本和解内容に定める

もののほかに何ら債権債務がないことを相互に確認する。 

(6) 訴訟費用は、本件及び第１審（さいたま地方裁判所令和２年（ワ）

第（略）号）とも各自の負担とする。  

４ 和解理由 

控訴人が裁判所からの和解案に応じたため、控訴人と被控訴人の

間の紛争を早期に解決すべく、和解しようとするものである。 

令和５年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  



議案第４５号 

戸田市人と動物との共生社会の推進に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、人と動物との調和のとれた共生社会の推進について基本

理念を定め、市、市民等及び飼い主の責務を明らかにすることにより、共生

社会の推進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 動物 人が生活のパートナーとして飼養する（保管する場合を含む。以

下同じ。）哺乳類、鳥類及びは虫類に属する動物をいう。 

(2) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。 

(3) 飼い主 動物の所有者又は占有者をいう。 

（基本理念） 

第３条 人と動物との調和のとれた共生社会は、市、市民等及び飼い主が、動

物が命あるものであり、その命は差別することなく尊ぶべきものであること

を十分に理解した上で、それぞれの責務を果たし、互いに密接に連携を図る

ことを基本理念として推進されなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ

とり、この条例の目的を達成するために必要な施策を策定し、これを実践す

るよう努めなければならない。 

（市民等の責務） 

第５条 市民等は、基本理念にのっとり、人と動物との共生社会の実現に向け

て市が行う施策に協力するよう努めなければならない。 

（飼い主の責務） 

第６条 飼い主は、基本理念にのっとり、命あるものである動物の飼い主とし

ての責任を自覚し、その飼養する動物の習性、生理、生態等を正しく理解し

た上で適正に管理し、並びにその健康及び安全を保持するよう努めるととも

に、その飼養する動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に

迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 

２ 飼い主は、動物を飼養するに当たっては、動物の愛護及び管理に関する法
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律（昭和４８年法律第１０５号）、狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７

号）、埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例（平成１０年条例第１９号）

その他関係法令の規定を遵守しなければならない。 

３ 飼い主は、飼養する動物について周辺の生活環境に配慮し、人と動物とが

共生できる環境づくりに努めなければならない。この場合において、動物の

うち犬のふんの処理に関しては、別に条例で定めるところによる。 

４ 飼い主は、飼養する動物を愛情と責任をもって、その命を終えるまで飼養

するように努めるとともに、やむを得ず飼養することが困難となった場合は、

適正に飼養することができる新たな飼い主を見つけるよう努めなければなら

ない。 

５ 飼い主は、その飼養する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困

難とならないよう、繁殖を抑制するための適切な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

（災害への備え） 

第７条 飼い主は、災害時に備えて、日頃から餌や動物の避難用品の備蓄、動

物のしつけ、健康管理等を適切に行うよう努めるものとする。 

（国等との連携） 

第８条 市は、人と動物との調和のとれた共生社会の推進のための施策を効果

的に行うため、国及び埼玉県その他の地方公共団体との連携を図るよう努め

るものとする。 

（民間団体との協働） 

第９条 市は、人と動物との調和のとれた共生社会の推進のため、民間団体と

協働するよう努めるものとする。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

令和５年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第４６号 

   戸田市税条例の一部を改正する条例 

戸田市税条例（昭和３５年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第２０条の８第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金

額のうち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を

加え、「の同項の」を「の前項の」に、「若しくは市民税に充当し」を「、個人

の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を

「を納付し、若しくは納入する」に改める。 

 第２２条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６

項とし、同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第３項中「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、

同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１

項の次に次の１項を加える。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を

経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前

年において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の

２第１項の規定による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定

による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最

後に提出した同項の規定による申告書）に記載した事項と異動がないときは、

給与所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第３１７条の３

の２第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載し

た前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出すること

ができる。 

第２４条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によって」

を「により」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に

併せて賦課し、及び徴収する。 

第２７条中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境税額の

合算額」に、「によって」を「により」に改める。 

第３０条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。

次項及び第５項において同じ。）」を加え、同条第２項中「においては」を「に
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は」に、「によって」を「により」に改め、同条第３項、第５項及び第６項中「に

よって」を「により」に改める。 

 第３３条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、同条第２項中「通知によって」を「通知により」に、「第１７条の２の規

定によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係

過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することが

できるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を

「を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

 第３３条の２第１項中「によって徴収することが」を「により徴収すること

が」に、「においては」を「には」に改め、「及び均等割額」の次に「（これと併

せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第３３条の５におい

て同じ。）」を加え、「によって徴収する場合」を「により徴収する場合」に、「に

よって徴収する。」を「により徴収する。」に改め、同項第２号及び同条第２項

中「によって」を「により」に改める。 

 第３３条の６第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」

に改め、同条第２項中「方法によって」を「方法により」に、「第１７条の２の

規定によって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関

係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用すること

ができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」

を「を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

 第６５条第１号エ中「及び」を「、」に改め、「３輪のもの」の次に「及び道

路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号

の６に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。 

附則第１３条の４第４項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改め

る。 

 附則第１４条の２第３項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改め

る。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年７月１日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第２０条の８第２項並びに第２４条の見出し及び同条第１項の改正規
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定、同条に１項を加える改正規定並びに第２７条、第３０条、第３３条、

第３３条の２及び第３３条の６の改正規定並びに附則第１３条の４第４項

の改正規定及び附則第１４条の２第３項の改正規定並びに附則第２条第１

項並びに第３条第１項（この条例による改正後の戸田市税条例（以下「新

条例」という。）附則第１４条の２第３項に係る部分に限る。）及び第２項

の規定 令和６年１月１日 

(2) 第２２条の３の２の改正規定及び附則第２条第２項の規定 令和７年

１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後の戸田市税条例の規定中個人の

市民税に関する部分は、令和６年度分以後の年度分の個人の市民税について

適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２２条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を

受けるべき戸田市税条例第２２条の３の２第１項に規定する給与（以下この

項において「給与」という。）について提出する同条第１項の規定による申告

書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の

規定による申告書については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第６５条第１号エ及び附則第１４条の２第３項の規定は、令和

６年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分ま

での軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１３条の４第４項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定

の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車

税の環境性能割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に

対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

  令和５年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第４７号 

戸田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

戸田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

２６年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第２５条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  令和５年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第４８号 

戸田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

戸田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成２６年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項第４号及び第４４条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」

に改める。 

第３５条第３項中「同項第１号」を「同条第１号」に、「同項第２号」を「同

条第２号」に改める。 

第３６条第３項中「「法第１９条第１号に」を「「同号に」に、「法第１９条第

１号又は」を「同条第１号又は」に改める。 

第４８条中「の定員」を削る。 

第５１条第３項中「「法第１９条第１号」を「「同条第１号」に改め、「含む。）」

と、」の次に「「同号」とあるのは「法第１９条第３号」と、」を加える。 

第５２条第２項中「同条第３項」を「同条第３号」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  令和５年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第４９号 

戸田市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

戸田市建築基準法等関係事務手数料条例（平成１２年条例第１２号）の一部

を次のように改正する。 

別表第３第１項手数料の金額の欄を次のように改める。 

次に掲げる額を合算して得た金額 

(1) 低炭素建築物新築等計画が低炭素化促進法第５４条第１項各号に掲げ

る基準に適合していることを示す書類（住宅の品質確保の促進等に関する

法律第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物省エネ法

第１５条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作

成したものに限る。以下同じ。）又はこれに類する書類として市長が別に

定めるものが提出された場合 

ア 一戸建ての住宅 ５,０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ

に定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １１,０００

円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの ２３,０００

円 

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれ

ぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １１,０００

円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの １９,０００

円 

(2) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平

成２８年経済産業省・国土交通省令第１号）第１０条第２号イ(1)及びロ

(1)に定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ４０,０００ 

 円 
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（イ） 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ４４,０００

円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ

に定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ８０,０００

円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの １３５,０００

円 

(3) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第 

１０条第２号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの 

 ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ２０,０００

円 

（イ） 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ２２,０００

円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ

に定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ３８,０００

円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの ６６,０００

円 

(4) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第 

１０条第１号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む

建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ２６７,０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの ３３４,０００円 

(5) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第 

１０条第１号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む

建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １０２,０００円 

 イ 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの １３０,０００円 

別表第３第２項手数料の金額の欄を次のように改める。 
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次に掲げる額を合算して得た金額 

(1) 変更後の低炭素建築物新築等計画が低炭素化促進法第５４条第１項各

号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類と

して市長が別に定めるものが提出された場合 

ア 一戸建ての住宅 ２,５００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ

に定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ５,５００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの １１,５００

円 

ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれ

ぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ５,５００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの ９,５００円 

(2) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第 

１０条第２号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ２０,０００

円 

（イ） 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ２２,０００

円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ

に定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ４０,０００

円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの ６７,５００

円 

(3) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第 

１０条第２号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの １０,０００ 
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 円 

（イ） 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの １１,０００

円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ

に定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １９,０００

円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの ３３,０００

円 

(4) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第 

１０条第１号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む

建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １３３,５００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの １６７,０００円 

(5) (1)以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第 

１０条第１号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む

建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ５１,０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの ６５,０００円 

別表第４第２項中「第１０条第２号イ及びロ」を「第１０条第２号イ(1)及び

ロ(1)」に、 

「 

(3) (1)以外の場合で、省令第１０条第１号イ(1)及びロ(1)に定める基準に

適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ２６７,０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの ３３４,０００円 

(4) (1)以外の場合で、省令第１０条第１号イ(2)及びロ(2)に定める基準に

適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １０２,０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの １３０,０００円 

44



                                」 

を 

「 

(3) (1)以外の場合で、省令第１０条第２号イ(2)及びロ(2)に定める基準に

適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの ２０,０００円 

（イ） 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの ２２,０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに

定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ３８,０００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの ６６,０００円 

(4) (1)以外の場合で、省令第１０条第１号イ(1)及びロ(1)に定める基準に

適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ２６７,０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの ３３４,０００円 

(5) (1)以外の場合で、省令第１０条第１号イ(2)及びロ(2)に定める基準に

適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １０２,０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの １３０,０００円 

                                  」 

に改め、同表第３項中「第１０条第２号イ及びロ」を「第１０条第２号イ(1)

及びロ(1)」に、 

「 

(3) (1)以外の場合で、省令第１０条第１号イ(1)及びロ(1)に定める基準に

適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １３３,５００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの １６７,０００円 

(4) (1)以外の場合で、省令第１０条第１号イ(2)及びロ(2)に定める基準に

45



適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ５１,０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの ６５,０００円 

                                」 

を 

「 

(3) (1)以外の場合で、省令第１０条第２号イ(2)及びロ(2)に定める基準に

適合するもの 

ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

（ア） 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの １０,０００円 

（イ） 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの １１,０００円 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれに

定める額 

（ア） 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １９,０００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの ３３,０００円 

(4) (1)以外の場合で、省令第１０条第１号イ(1)及びロ(1)に定める基準に

適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの １３３,５００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの １６７,０００円 

(5) (1)以外の場合で、省令第１０条第１号イ(2)及びロ(2)に定める基準に

適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそ

れぞれに定める額 

ア 床面積の合計が３００平方メートル未満のもの ５１,０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メートル以上のもの ６５,０００円 

                                  」 

に改める。 

別表第４第６項中「（省令第１条第１項第２号イ(3)及びロ(3)の規定により基

準への適合を確認した建築物については、共用部分の床面積を除く。（イ）にお

いて同じ。）」を削る。 

   附 則 
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 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和５年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５０号 

戸田市火災予防条例の一部を改正する条例 

戸田市火災予防条例（昭和３７年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第１１条の２第１項中「自動車等（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

第２条第１項第９号に規定する自動車又は同項第１０号に規定する原動機付自

転車をいう。第１２号において同じ。）をいう。以下この条において同じ。）に」

を「自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。

以下同じ。）にコネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのも

のをいう。以下同じ。）を用いて」に、「及び全出力２００キロワットを超える

ものを除く。）をいう」を「を除く。）をいい、分離型のもの（変圧する機能を

有する設備本体及び充電ポスト（コネクター及び充電用ケーブルを収納する設

備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）により構成されるもの

をいう。以下同じ。）にあっては、充電ポストを含む」に改め、同項第１号中「不

燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは」を「次

に掲げるものにあっては」に改め、同号に次のように加える。 

ア 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの 

イ 分離型のものにあっては、充電ポスト 

第１１条の２第１項第２号に次のただし書を加える。 

ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。 

第１１条の２第１項第６号中「急速充電設備」を「コネクター」に改め、同

項第７号中「急速充電設備と電気自動車等の接続部に」を「コネクターが電気

自動車等に接続され、」に、「接続部が」を「コネクターが当該電気自動車等か

ら」に改め、同項第１１号中「緊急停止させることができる措置を講ずる」を

「緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認

めたときに、速やかに操作することができる箇所に設ける」に改め、同項第    

１２号中「自動車等」を「急速充電設備と電気自動車等」に改め、同項第１３

号中「（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この

号において同じ。）」を削り、同項第１６号中「当該蓄電池」の次に「（主として

保安のために設けるものを除く。）」を加え、同項中第１８号を第１９号とし、

第１７号を第１８号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(17) 急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池（主

として保安のために設けるものを除く。）を内蔵しないこと。 
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第１６条第１項中「日本産業規格」の次に「（産業標準化法（昭和２４年法律

第１８５号）第２０条第１項の日本産業規格をいう。以下同じ。）」を加える。 

第２３条第３項を削り、同条第４項第２号中「併せて図記号による標識を設

けるときは、別表第７に定めるものとしなければなら」を「健康増進法（平成

１４年法律第１０３号）第３３条第２項に規定する喫煙専用室標識を設ける場

合においてはこの限りで」に改め、同項を同条第３項とし、同項の次に次の１

項を加える。 

４ 第２項又は前項第２号に規定する標識と併せて図記号による標識を設ける

ときは、「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号にあ

っては、国際標準化機構が定めた規格第７０１０号又は日本産業規格Ｚ    

８２１０に適合するものとし、「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記

号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第７００１号又は日本産業規格

Ｚ８２１０に適合するものとしなければならない。 

第２３条第５項中「前項」を「第３項」に改める。 

別表第７を次のように改める。 

別表第７ 削除 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１１条の２第１項の改正

規定及び次項の規定は、令和５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１１条の２第１項の改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事

がされているこの条例による改正後の戸田市火災予防条例（以下「新条例」

という。）第１１条の２第１項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び

管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。 

３ 新条例第２３条第３項第２号の規定の適用については、当分の間、同号中

「喫煙専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改

正する法律（平成３０年法律第７８号）附則第３条第１項の規定により読み

替えて適用される健康増進法第３３条第２項に規定する指定たばこ専用喫煙

室標識」と読み替えるものとする。 

４ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第

２３条第２項又は第３項第２号に規定する標識と併せて設ける図記号のうち、
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新条例第２３条第４項の規定に適合しないものについては、当該規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

  令和５年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５１号 

   庁舎スロープ改修等工事請負契約について 

庁舎スロープ改修等工事請負契約をするについて、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第９号）第２条の規

定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 工 事 名  庁舎スロープ改修等工事 

２ 場  所  戸田市上戸田一丁目１８番１ 

３ 工事内容  庁舎スロープの解体に伴う敷地内の再整備工事 

４ 金  額  金２７０,６００,０００円 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 24,600,000 円) 

５ 工  期  本契約締結日の翌日から 

        令和６年２月２８日まで 

６ 契 約 者  さいたま市浦和区領家五丁目１２番２０号 

中島建工株式会社 

代表取締役 中島 道宏 

  令和５年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第５１号参考 

庁舎スロープ改修等工事概要 

工事概要 

１ 庁舎スロープの改修等に伴う工事 

(1) 庁舎増改築 

(2) 外構整備 

(3) 庁舎設備附帯工事 

(4) 庁舎既存不適格改修工事 

(5) 電気設備工事 

(6) 機械設備工事 

(7) 昇降機設備工事 
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入   札   結   果 

（消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

             回 数 

 業 者 名 
第 １ 回 摘 要 

中 島 建 工 (株) ２４６,０００,０００ 落 札 

(株) 佐 伯 工 務 店 ２５８,９００,０００  

 (株) 市 ヶ 谷 組 辞 退  

斎 藤 工 業 (株) 辞 退  

ニ ッ ケ ン 建 設 (株) 辞 退  

 

（消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

設 計 額 ２６９,９００,０００ 

予 定 価 格 ２６９,９００,０００ 

調 査 基 準 価 格 ２４８,３０８,０００ 
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議案第５２号 

   芦原小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事請負契約について 

芦原小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事請負契約をするについて、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条

例第９号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 工 事 名  芦原小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事 

２ 場  所  戸田市大字新曽字芦原１９６１外 

３ 工事内容  芦原小学校教室棟（含給食調理場）増築等に伴う工事 

４ 金  額  金１,０９６,１５０,０００円 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 99,650,000 円) 

５ 工  期  本契約締結日の翌日から 

        令和６年１０月３１日まで 

６ 契 約 者  さいたま市北区日進町一丁目３１９番地 

株式会社佐伯工務店 

代表取締役 安藤 正浩 

  令和５年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５２号参考 

芦原小学校教室棟（含給食調理場）増築等工事概要 

工事概要 

１ 芦原小学校教室棟の増築等に伴う工事 

(1) 増築棟（北校舎）新築工事 

① 建 築 工 事  教室棟（含給食調理場）新築（地上４階 ＲＣ造 延

面積 2,132.05㎡）、駐輪場新築（12.80㎡）、ゴミ

置場新築（6.00㎡） 

② 電気設備工事  電灯設備、動力設備、受変電設備等 

③ 機械設備工事  空気調和設備、換気設備、衛生器具設備、厨房機

器設備等 

  ④ 昇降機設備工事  昇降機設備 

 (2) 解体工事      既存スロープ解体（76.92㎡） 

(3) 上記に伴う外構工事 
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入   札   結   果 

     （消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

回  数  

業 者 名 
第 １ 回 摘 要 

(株) 佐 伯 工 務 店     ９９６,５００,０００ 落 札 

斎 藤 工 業 （株）  １,０２５,０００,０００  

(株) 田 中 工 務 店  １,０２５,０００,０００  

佐 田 建 設 (株) さいたま支店 １,０２６,０００,０００  

川口土木建築工業 (株)  １,０３８,０００,０００  

石 橋 建 設 工 業 (株) 埼 玉 支 店 辞 退  

西 武 建 設 (株) 関 東 支 店 辞 退  

三 ツ 和 総 合 建 設 業 協 同 組 合 辞 退  

 

（消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

設 計 額 １,０４９,０００,０００ 

予 定 価 格 １,０４９,０００,０００ 

調 査 基 準 価 格 ９６５,０８０,０００ 
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議案第５３号 

   財産の取得について 

 戸田市立小学校大型提示装置（プロジェクタ型）等機器一式として、下記の

とおり財産を取得するものとする。よって、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第９号）第３条の規定により、

議会の議決を求める。 

記 

１ 取得財産名  戸田市立小学校大型提示装置（プロジェクタ型）等機器 

一式 

２ 納 入 場 所  市立小学校１１校 

３ 仕 様 内 容  大型提示装置 ３２６台 

４ 金 額  金１９０,６３１,７６０円 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 17,330,160 円) 

５ 納 入 期 限  令和６年３月３１日 

６ 契  約  者  東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 

         富士電機ＩＴソリューション株式会社 

         代表取締役 及川  弘 

令和５年５月３０日提出 

   戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５３号参考 

戸田市立小学校大型提示装置（プロジェクタ型）等機器一式概要 

１ 概要 

児童の学習意欲・理解力の向上や授業効率のアップを目指すため、全小

学校の全ての教室に電子黒板機能付きプロジェクタを導入するものである。 

２ 仕様 

大型提示装置 ３２６台 
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入   札   結   果 

                             （消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

回  数  

業 者 名 
第 １ 回 摘 要 

富士電機ＩＴソリューション(株)  １７３,３０１,６００ 落 札 

日   興   通   信 (株) 埼 玉 支 社 辞 退  

(株) ナ  ブ  ア  シ  ス  ト  辞 退  

 

（消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

設 計 額 １７３,４３２,０００ 

予 定 価 格 １７３,４３２,０００ 
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議案第５４号 

   財産の取得について 

 戸田市立中学校大型提示装置（プロジェクタ型）等機器一式として、下記の

とおり財産を取得するものとする。よって、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第９号）第３条の規定により、

議会の議決を求める。 

記 

１ 取得財産名  戸田市立中学校大型提示装置（プロジェクタ型）等機器 

一式 

２ 納 入 場 所  市立中学校５校 

３ 仕 様 内 容  大型提示装置 １４３台 

４ 金 額  金８３,６２０,６８０円 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 7,601,880 円) 

５ 納 入 期 限  令和５年８月３１日 

６ 契  約  者  東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 

         富士電機ＩＴソリューション株式会社 

         代表取締役 及川  弘 

令和５年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５４号参考 

戸田市立中学校大型提示装置（プロジェクタ型）等機器一式概要 

１ 概要 

生徒の学習意欲・理解力の向上や授業効率のアップを目指すため、全中

学校の全ての教室に電子黒板機能付きプロジェクタを導入するものである。 

２ 仕様 

大型提示装置 １４３台 
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入   札   結   果 

                             （消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

回  数  

業 者 名 
第 １ 回 摘 要 

富士電機ＩＴソリューション(株)  ７６,０１８,８００ 落 札 

日   興   通   信 (株) 埼 玉 支 社 辞 退  

(株) ナ  ブ  ア  シ  ス  ト  辞 退  

 

（消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

設 計 額 ７６,０７６,０００ 

予 定 価 格 ７６,０７６,０００ 
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議案第５５号 

   財産の取得について 

 災害対応特殊救急自動車として、下記のとおり財産を取得するものとする。

よって、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年条例第９号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 取得財産名  災害対応特殊救急自動車 

２ 納 入 場 所  戸田市消防本部 

３ 仕 様 内 容  高規格救急自動車専用車両  １台 

         艤
ぎ

装一式 

         取付品一式 

         積載品一式 

         附属品一式 

４ 金 額  金２２,２７５,０００円 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 2,025,000 円) 

５ 納 入 期 限  令和５年１２月２５日 

６ 契  約  者  戸田市美女木三丁目９番地の１ 

         埼玉トヨタ自動車株式会社 戸田店 

         店長 秋山 忠雄 

  令和５年５月３０日提出 

           戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５５号参考 

災害対応特殊救急自動車概要 

１ 概要 

救急活動において、最新の救急資機材を積載し、救急自動車としての最

適の構造及び性能を有し、救急業務を充分に遂行できる装備も兼ね備えた

車両としている。 

２ 仕様 

(1) 車両 

① シャシ     高規格救急自動車専用車両（４ＷＤ） 

② 総排気量    約２,４８８ｃｃ（ガソリン車）以上 

③ 動力伝達装置  オートマチックトランスミッション 

(2) 艤装及び取付品等 

① 外装関係    赤色警光灯等緊急走行仕様 

② 内装関係    資器材収納庫等救急活動仕様 

③ 積載品関係   ストレッチャー等患者搬送用具一式 

④ その他、艤装及び取付品等一式 
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入   札   結   果 

    (消費税及び地方消費税の額含まず。単位円) 

         回  数  

業 者 名 
第 １ 回 摘 要 

埼 玉 ト ヨ タ 自 動 車 ( 株 ) 戸 田 店 ２０,２５０,０００ 落 札 

 

(消費税及び地方消費税の額含まず。単位円) 

 設 計 額 ２１,５５０,０００ 

予 定 価 格 ２１,５５０,０００ 
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議案第５６号 

   財産の取得について 

 消防ポンプ自動車として、下記のとおり財産を取得するものとする。よって、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

条例第９号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 取得財産名  消防ポンプ自動車 

２ 納 入 場 所  戸田市消防本部 

３ 仕 様 内 容  消防ポンプ自動車  １台 

         艤
ぎ

装一式 

取付品一式 

         附属品一式 

４ 金 額  金２１,０１０,０００円 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 1,910,000 円) 

５ 納 入 期 限  令和５年１０月３１日 

６ 契  約  者  東京都港区芝五丁目３６番７号三田ベルジュビル１９階 

         株式会社モリタ 東京支店 

         支店長 山北 忠司 

  令和５年５月３０日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５６号参考 

消防ポンプ自動車概要 

１ 概要 

火災及び各種災害等において、消防隊（消防団）が迅速かつ円滑に活動

できる各種資機材を機能的に維持管理できる構造の車両としている。 

２ 仕様 

(1) 車両 

① シャシ     トヨタ ダイナ １.０ｔ級 

② 車両総重量   ３.５ｔ未満（普通免許対応） 

③ 動力伝達装置  オートマチックトランスミッション 

④ 駆動方式    二輪駆動 

(2) 艤装及び取付品等 

① 外装関係    赤色警光灯等緊急走行仕様 

② 取付品関係   照明装置、ホースカー等 

③ その他、艤装及び取付品等一式 
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入   札   結   果 

                              (消費税及び地方消費税の額含まず。単位円) 

                 回  数  

業 者 名 
第 １ 回 摘 要 

( 株 ） モ リ タ 東 京 支 店 １９,１００,０００ 落 札 

埼 玉 消 防 機 械 ( 株 ) 中 央 支 店 １９,２２０,０００  

日本ドライケミカル ( 株 ) 車 輌 営 業 部 辞 退  

 

(消費税及び地方消費税の額含まず。単位円)              

 設 計 額 １９,２６３,６００ 

予 定 価 格 １９,２６３,６００ 
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